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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板状の圧電材料と前記圧電材料の板面に配置された一対の対向する電極により構成され
る板状の圧電素子と、振動板とを備えた、基体に設置する塵埃除去装置であって、前記圧
電素子の第１の電極面が前記振動板の板面に固着され、前記圧電材料は前記第１の電極面
に対し１０°以内の方向に分極され、前記圧電素子の第２の電極面を介して基体に固定さ
れていることを特徴とする塵埃除去装置。
【請求項２】
　前記圧電素子が前記第２の電極面を基準面とする厚み滑り振動をすることを特徴とする
請求項１に記載の塵埃除去装置。
【請求項３】
　前記圧電素子と前記振動板の接する面の面積が、前記振動板の面積の１／２より小さい
ことを特徴とする請求項１または２に記載の塵埃除去装置。
【請求項４】
　前記圧電素子が直方体であり、前記圧電材料の分極軸方向が直方体のいずれかの辺と平
行であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかの項に記載の塵埃除去装置。
【請求項５】
　前記圧電素子が前記振動板の板面の端部に配置されていることを特徴とする請求項１乃
至４のいずれかの項に記載の塵埃除去装置。
【請求項６】
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　前記圧電素子が複数からなることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかの項に記載の
塵埃除去装置。
【請求項７】
　少なくとも一対の圧電素子が前記振動板の中央部を挟んで互いに配置され、かつ圧電材
料の分極軸方向が前記一対の圧電素子の対向方向と平行であることを特徴とする請求項６
に記載の塵埃除去装置。
【請求項８】
　前記圧電材料のＰｂ含有量が１０００ｐｐｍ以下であることを特徴とする請求項１乃至
７のいずれかの項に記載の塵埃除去装置。
【請求項９】
　前記圧電材料がチタン酸バリウムを主成分とする圧電セラミックスであることを特徴と
する請求項１乃至８のいずれかの項に記載の塵埃除去装置。
【請求項１０】
　前記振動板が光学材料であることを特徴とする請求項１乃至９のいずれかの項に記載の
塵埃除去装置。
【請求項１１】
　少なくとも板状の圧電材料と前記圧電材料の板面に配置された一対の対向する電極によ
り構成される板状の圧電素子を介して基体に設置された振動板に付着した塵埃を除去する
方法であって、前記圧電素子の第１の電極面を前記振動板の板面に固着し、前記圧電素子
の第２の電極面を基体に固定し、前記圧電材料を前記第１の電極面に対し１０°以内の方
向に分極した後、前記圧電素子を駆動して振動させる工程、前記圧電素子の振動により振
動板に振動を発生させ、振動板の表面に付着した塵埃を除去する工程を有することを特徴
とする塵埃除去方法。
【請求項１２】
　前記圧電素子が前記第２の電極面を基準面とする厚み滑り振動をすることを特徴とする
請求項１１に記載の塵埃除去方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルカメラなどの撮像装置及び撮像装置に組み込まれる光学部品の表面
に付着する塵埃の除去に関するもので、とくに、塵埃を振動により除去する塵埃除去装置
および塵埃除去方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　画像信号を電気信号に変換して撮像するデジタルカメラ等の撮像装置では、撮影光束を
ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）やＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅ
ｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）等の撮像素子で受
光する。そして、撮像素子から出力される光電変換信号を画像データに変換して、メモリ
カード等の記録媒体に記録する。このような撮像装置では、撮像素子の前方（被写体側）
に、光学ローパスフィルタや赤外線カットフィルタが配置される。
【０００３】
　この種の撮像装置において、撮像素子のカバーガラスやこれらのフィルタの表面に塵埃
が付着すると、その塵埃が黒い点となって撮影画像に写り込むことがある。とくに、レン
ズ交換可能なデジタル一眼レフデジタルカメラでは、レンズ交換時に塵埃がレンズマウン
トの開口からデジタルカメラ本体内に入り込み撮像素子のカバーガラスやフィルタの表面
に付着することがある。
【０００４】
　そこで、圧電素子の振動を利用して、表面に付着した塵埃を除去する塵埃除去装置を備
えたデジタルカメラ（例えば、特許文献１、特許文献２参照）が提案されている。
【０００５】
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　特許文献１および特許文献２のデジタルカメラに備えられた塵埃除去装置は、振動板に
固着した圧電素子に電圧を印加し、この圧電素子の駆動により振動板を光軸方向つまり振
動板の厚さ方向に変位させる弾性振動（以下　面外振動：Ｆｌｅｘｕｒａｌ　Ｖｉｂｒａ
ｔｉｏｎと定義する）を発生させる。特許文献１および特許文献２の塵埃除去装置は、こ
の面外振動により振動板の表面に付着した塵埃を除去するものである。
【０００６】
　かかる構成において、特許文献１では振動板はその周縁部を押圧部材と呼ばれる円環形
状の部品または複数の部品で押圧されている。そして、この押圧部材の付勢力により、塵
埃除去装置は撮像素子もしくはデジタルカメラ本体と保持固定されている。
【０００７】
　同様に、特許文献２では振動板は保持部材と呼ばれる金属等のバネ性（弾性）を有する
材料による単一部品で押圧されている。そして、この保持部材の付勢力により、塵埃除去
装置は撮像素子もしくはデジタルカメラ本体と保持固定されている。
【０００８】
　また、特許文献１および特許文献２の圧電素子は、圧電材料と、圧電材料の板面に配置
された下電極とも呼ばれる第１の電極と上電極とも呼ばれる第２の電極とで一対をなした
対向する電極、とにより構成されているリング状ないし矩形状の板状圧電素子である。こ
こで、特許文献１および特許文献２の圧電素子には、電極間に印加する電界により生じる
圧電材料の伸縮歪みにより、振動板の光軸と垂直方向、つまり圧電素子の厚さ方向と垂直
方向（以下　長さ方向：Ｌｅｎｇｔｈ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎと定義する）に変位する弾性
振動（以下　長さ方向の伸縮振動：Ｌｅｎｇｔｈ　ｖｉｂｒａｔｉｏｎと定義する）が発
生する。この圧電素子の長さ方向の伸縮振動により、圧電素子と圧電素子に固着された振
動板との間に応力が発生し、特許文献１および特許文献２の振動板に面外振動を発生させ
ることができる。
【０００９】
　振動板は圧電素子へ印加する電圧の周波数や位相を制御することにより、振動モードと
呼ばれる複数の節部や腹部をもつ複次の定在波や、節部や腹部がある時間に対し振動板の
長さ方向に移動する搬送波を振動板の面外振動により作り出すことができる。例えば特許
文献２のデジタルカメラに備えられた塵埃除去装置では、一対の圧電素子に印加する電圧
の位相を１８０°反転させることで、１８次と１９次の２つの振動モードを発生させ、２
つの振動モードを効果的に使い分けることで振動板の表面に付着した塵埃を除去できる。
【００１０】
　ここで、特許文献１および特許文献２の塵埃除去装置の駆動周波数は振動板の共振周波
数近傍とすることで、圧電素子により小さな電圧を印加しても振動板により大きな面外振
動を発生させることができる。
【００１１】
　また、特許文献１および特許文献２の圧電素子の長さ方向の伸縮振動の大きさは、圧電
セラミックスの圧電横効果に起因した圧電変位の大きさと密接に関係している。
　一方、現在各種デバイスに用いられている圧電素子には鉛を含有するチタン酸ジルコン
酸鉛（ＰＺＴ：ＰｂＺｒ１－ｘＴｉｘＯ３）他、鉛を多量に含有する圧電材料が多く用い
られている。しかしながら、ＰＺＴのような鉛を多量に含有する圧電素子は一旦廃却され
酸性雨を浴びたりする場合、圧電材料中の鉛成分が土壌に溶け出し生態系に害を成す可能
性が指摘されている。そこで近年、環境に配慮する為、また、各種製品への鉛の使用を規
制する法令に対応する為、鉛を使用しないもしくは鉛の使用を極力抑えた圧電材料（非鉛
圧電材料）の研究や製品開発の検討が行われている。しかしながら、各種諸特性がＰＺＴ
に匹敵するような優れた非鉛圧電材料の実現には未だ至っておらず、ＰＺＴと同等の性能
を有する非鉛圧電材料を用いたデバイスが製品化されている例はまだ少ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
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【特許文献１】特開２００３－３４８４０３号公報
【特許文献２】特開２００８－２２８０７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上述のように、特許文献１および特許文献２のデジタルカメラに備えられた塵埃除去装
置は圧電素子に長さ方向の伸縮振動を発生させることで振動板に面外振動を発生させるこ
とができ、その面外振動により振動板の表面に付着した塵埃を除去するものである。
【００１４】
　しかしながら、圧電素子に発生させる振動が長さ方向の伸縮振動であるために、塵埃除
去装置を撮像素子もしくはデジタルカメラ本体とを直接固定できない。このため、塵埃除
去装置を固定保持するためには付勢力を発生させる押圧部材や保持部材が必要である。し
かし、振動板は面外振動により振動しておりかつ圧電素子は自身が伸縮振動している為、
たとえ塵埃除去装置のいかなる場所を押圧部材や保持部材で保持しても少なからず振動板
の振動を阻害してしまう。このため、従来の塵埃除去装置の構成では塵埃除去装置を撮像
素子もしくはデジタルカメラ本体と保持固定する際に塵埃除去性能が低下するという課題
があった。
【００１５】
　かつ、従来の塵埃除去装置の構成では塵埃除去装置を撮像素子もしくはデジタルカメラ
本体と固定するために、押圧部材や保持部材という塵埃除去装置には本来不必要な部品を
必要としていた。
【００１６】
　また、圧電素子の長さ方向の伸縮振動の大きさは、圧電セラミックスの圧電横効果に起
因した圧電変位の大きさと密接に関係している。圧電セラミックスの圧電効果には、圧電
横効果以外に、圧電縦効果、圧電厚みすべり効果がある。ここで、圧電横効果とは分極軸
方向と同じ方向に電界を印加するときに発生する圧電セラミックスの分極軸方向および電
界印加方向と垂直方向の歪みである。圧電縦効果とは分極軸方向と同じ方向に電界を印加
するときに発生する圧電セラミックスの同方向の歪みである。圧電厚みすべり効果とは分
極軸方向と垂直方向に電界を印加するときに圧電セラミックスに発生するせん断歪みであ
る。
【００１７】
　それぞれの圧電効果に起因した圧電変位の大きさは、圧電厚みすべり効果＞圧電縦効果
＞圧電横効果である。例えば、圧電セラミックスとして代表的なジルコン酸チタン酸鉛（
ＰＺＴ：ＰｂＺｒ１－ｘＴｉｘＯ３）やチタン酸バリウム（ＢＴＯ：ＢａＴｉＯ３）の場
合、圧電厚みすべり効果に起因した圧電変位の大きさは圧電横効果に起因した圧電変位の
大きさの２倍以上である。つまり、圧電素子の長さ方向の伸縮振動を利用する従来の塵埃
除去装置では、圧電素子が本来持つ変位性能を効率的に利用できていないという課題があ
った。
【００１８】
　さらに、特許文献２のデジタルカメラに備えられた塵埃除去装置では圧電素子が直方体
であるが、振動板に発生する面外振動により形成される振動板の波面（ここで波面：Ｗａ
ｖｅｆｒｏｎｔとは、ある時刻で波の位相が等しい点を連ねて得られる連続的な面と定義
する。）は直方体の圧電素子の長さ方向に平行な圧電素子のある辺（以下、長手方向と定
義する）と平行である。しかしながら、圧電素子に発生させる長さ方向の伸縮振動は圧電
素子の長さ方向の全方位に発生するため、振動板の同一波面の振幅を等しくすることは困
難である。このため、従来の塵埃除去装置では塵埃除去性能が振動板の場所により大きく
異なるという課題があった。
【００１９】
　本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、圧電素子が本来持つ変位性能を効率
的に利用し、かつ塵埃除去性能が高く、固定が簡単な塵埃除去装置および塵埃除去方法を
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提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　前記課題を解決するための塵埃除去装置は、少なくとも板状の圧電材料と前記圧電材料
の板面に配置された一対の対向する電極により構成される板状の圧電素子と、振動板とか
らなる、基体に設置する塵埃除去装置であって、前記圧電素子の第１の電極面が前記振動
板の板面に固着され、前記圧電材料は前記第１の電極面に対し１０°以内の方向に分極さ
れ、前記圧電素子の第２の電極面を介して基体に固定されていることを特徴とする。
【００２１】
　前記課題を解決するための塵埃除去方法は、少なくとも板状の圧電材料と前記圧電材料
の板面に配置された一対の対向する電極により構成される板状の圧電素子を介して基体に
設置された振動板に付着した塵埃を除去する方法であって、前記圧電素子の第１の電極面
を前記振動板の板面に固着し、前記圧電素子の第２の電極面を基体に固定し、前記圧電材
料を前記第１の電極面に対し１０°以内の方向に分極した後、前記圧電素子を駆動して振
動させる工程、前記圧電素子の振動により振動板に振動を発生させ、振動板の表面に付着
した塵埃を除去する工程を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、圧電素子が本来持つ変位性能を効率的に利用し、かつ塵埃除去性能が
高く、固定が簡単な塵埃除去装置および塵埃除去方法を提供することができる。
　特に、圧電素子が直方体の場合、振動板に発生する面外振動の波面の振幅を等しくする
ことが容易で、より高い塵埃除去性能を有する塵埃除去装置および塵埃除去方法を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の塵埃除去装置の一例を示す図である。
【図２】本発明の塵埃除去装置の一例を示す図である。
【図３】本発明における圧電素子の一例を示す図である。
【図４】本発明における圧電素子の振動原理を示す概略図である。
【図５】従来の圧電素子の振動原理を示す図である。
【図６】本発明の塵埃除去装置の振動原理を示す模式図である。
【図７】従来の塵埃除去装置の振動原理を示す模式図である。
【図８】本発明の塵埃除去装置の振動原理を示す模式図である。
【図９】本発明および従来の塵埃除去装置の振動板に形成される波面を示す模式図である
。
【図１０】本発明の塵埃除去装置のひとつの実施形態を示す概略図である。
【図１１】本発明における圧電素子の作製工程を示す概略図である。
【図１２】実施例１の塵埃除去装置の振動を示す計算モデル図である。
【図１３】実施例２の塵埃除去装置の振動を示す計算モデル図である。
【図１４】実施例２の塵埃除去装置の振動を示す計算モデル図である。
【図１５】フレキシブル配線ケーブルを接続した本発明の塵埃除去装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明を実施するための形態について説明する。
　本発明に係る塵埃除去装置は、少なくとも板状の圧電材料と前記圧電材料の板面に配置
された一対の対向する電極により構成される板状の圧電素子と、振動板とからなる、基体
に設置する塵埃除去装置であって、前記圧電素子の第１の電極面が前記振動板の板面に固
着され、前記圧電材料は前記第１の電極面と平行に分極され、前記圧電素子の第２の電極
面を介して基体に固定されていることを特徴とする。
【００２５】
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　本発明に係る塵埃除去方法は、少なくとも板状の圧電材料と前記圧電材料の板面に配置
された一対の対向する電極により構成される板状の圧電素子を介して基体に設置された振
動板に付着した塵埃を除去する方法であって、前記圧電素子の第１の電極面を前記振動板
の板面に固着し、前記圧電素子の第２の電極面を基体に固定し、前記圧電材料を前記第１
の電極面と平行に分極した後、前記圧電素子を駆動して振動させる工程、前記圧電素子の
振動により振動板に振動を発生させ、振動板の表面に付着した塵埃を除去する工程を有す
ることを特徴とする。
【００２６】
　図１および図２は本発明の塵埃除去装置の一例を示す概略図である。塵埃除去装置１０
は板状の圧電素子３０と振動板２０より構成される。圧電素子３０は図３に示すように圧
電材料３１と第１の電極３２と第２の電極３３より構成され、第１の電極３２と第２の電
極３３は圧電材料３１の板面に対向して配置されている。図中右側（ｃ）の圧電素子３０
の手前に出ている第１の電極３２が設置された面を第１の電極面３６、図中左側（ａ）圧
電素子３０の手前に出ている第２の電極３２が設置された面が第２の電極面３７である。
ここで、本発明における電極面とは電極が設置されている圧電素子の面を指しており、例
えば図３に示すように第１の電極３２が第２の電極面３７に回りこんでいても良い。
【００２７】
　圧電素子３０と振動板２０は、図２に示すように圧電素子３０の第１の電極面３６で振
動板２０の板面に固着される。そして圧電素子３０の駆動により圧電素子３０と振動板２
０との間に応力が発生し、振動板に面外振動を発生させる。本発明の塵埃除去装置１０は
、この振動板２０の面外振動により振動板２０の表面に付着した塵埃を除去する装置であ
る。面外振動とは、振動板を光軸方向つまり振動板の厚さ方向に変位させる弾性振動を意
味する。
【００２８】
　以下、本発明による圧電素子３０と従来例の圧電素子４０との違いについて詳しく説明
する。
　図４は本発明における圧電素子の振動原理を示す概略図である。上図（ａ）は板状の圧
電素子３０を断面から見た概略図で、下図（ｂ）は板状の圧電素子３０の第２の電極面３
７を上面から見た概略図である。図４に示すように、本発明の圧電素子３０は圧電材料３
１があらかじめ第１の電極面３６と平行に分極されており、例えばデジタルカメラ本体の
駆動電源から第１の電極３２と第２の電極３３とに高周波数の電圧が印加できるようにな
っている。
【００２９】
　本発明の圧電素子３０は、図４の３５の矢印が示す方向に発生する交番電界により生じ
る圧電材料３１のせん断歪みにより、圧電素子３０の長さ方向に第１の電極面３６と第２
の電極面３７が互いにずれるように変位する弾性振動（以下厚み滑り振動：Ｔｈｉｃｋｎ
ｅｓｓ－ｓｈａｒｅ　ｖｉｂｒａｔｉｏｎと定義する）が発生する。図４に示すように厚
み滑り振動では、圧電材料３１は第１の電極面３６に平行に分極されており（図中３４の
方向）、電界印加方向は圧電素子３０の厚み方向である。このとき、長さ方向に許される
圧電素子の振動方向は圧電材料３１の分極軸方向３４と平行な方向のみである。圧電素子
の厚み滑り振動の大きさは、圧電セラミックスの圧電厚みすべり効果に起因した圧電変位
の大きさと密接に関係している。
【００３０】
　一方、図５は従来の圧電素子の振動原理を示す概略図である。上図（ａ）は板状の圧電
素子４０を断面から見た概略図で、下図（ｂ）は板状の圧電素子４０の第２の電極面４７
を上面から見た概略図である。図５に示すように、従来の圧電素子４０は圧電材料４１が
あらかじめ第１の電極面４６と垂直に分極されており、例えばデジタルカメラ本体の駆動
電源から第１の電極４２と第２の電極４３とに高周波数の電圧が印加できるようになって
いる。
【００３１】
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　従来例の圧電素子４０は、図５の電界方向４５の矢印が示す方向に発生する交番電界に
より生じる圧電材料４１の伸縮歪みにより、圧電素子４０の長さ方向に伸縮振動が発生す
る。図５に示すように長さ方向の伸縮振動では、圧電材料４１は第１の電極面４６に垂直
に分極されており（図中４４の方向）、電界印加方向は圧電素子４０の厚み方向である。
このとき、長さ方向に許される圧電素子の振動方向は圧電材料４１の分極軸方向４４と垂
直なすべての方向で、圧電素子の例えば矩形や円筒形などの圧電素子の形状には依存しな
い。圧電素子の長さ方向の伸縮振動の大きさは、圧電セラミックスの圧電横効果に起因し
た圧電変位の大きさと密接に関係している。
【００３２】
　ところで、本発明の圧電素子３０は、圧電素子３０の第１の電極面３６もしくは第２の
電極面３７のどちらか一方を完全に固定しても、圧電素子３０自身は厚み滑り振動をする
ことができる。例えば図４に示すように、本発明の圧電素子３０の第２の電極面３７を基
体に固定して圧電素子３０を駆動させた場合、圧電素子３０の第２の電極面３７は固定さ
れているため振動をしないが、本発明の圧電素子３０は厚み滑り振動で駆動するため、圧
電素子３０の第１の電極面３６が圧電素子３０の長さ方向に振動することができる。ここ
で、圧電素子３０の第２の電極面３７と基体との固定とは、少なくとも圧電素子３０の第
２の電極面３７の長さ方向の動きを基体に対し完全に拘束することを指す。ここで、本発
明の基体とは少なくとも圧電素子３０の第２の電極面３７の長さ方向の動きを基体に対し
完全に拘束することができる一つもしくは複数の部材を総称したものであり、圧電素子３
０を介して振動板２０に面外振動を発生させるのに十分な質量や剛性を備えた部材を指す
。
【００３３】
　一方、従来の圧電素子４０は、圧電素子４０の第１の電極面４６もしくは第２の電極面
４７のどちらか一方の面を固定すると、圧電素子自身は長さ方向の伸縮振動ができなくな
る。例えば図５に示すように、従来の圧電素子４０の第２の電極面４７を基体に固定して
圧電素子４０を駆動させた場合、圧電素子４０は長さ方向の伸縮振動により駆動するため
、第２の電極面４７からの拘束により圧電素子４０自体が全ての方向にほぼ振動できなく
なる。これは圧電素子の厚さが薄いほど顕著になり、従来の圧電素子４０の形状ではほぼ
振動できなくなる。
【００３４】
　従来技術の圧電素子４０と違い、本発明の圧電素子３０は圧電素子３０の第２の電極面
３７と基体とを固定しても所望の圧電振動を発生させることが可能であるという特徴を有
する。
【００３５】
　本発明の圧電素子３０の厚み滑り振動の大きさは、圧電セラミックスの圧電厚みすべり
効果に起因した圧電変位の大きさと密接に関係しており、一方、従来の圧電素子４０の長
さ方向の伸縮振動の大きさは、圧電セラミックスの圧電横効果に起因した圧電変位の大き
さと密接に関係している。
【００３６】
　前述したように、圧電セラミックスの圧電厚みすべり効果に起因した圧電変位の大きさ
は圧電横効果に起因した圧電変位の大きさの２倍以上である。つまり、本発明の圧電素子
３０は従来の圧電素子４０と比較して同じ圧電材料を用いてもより大きい変位性能を有し
ている。逆に、より小さな圧電定数をもつ圧電材料を用いても従来の圧電素子と同等の変
位性能を有しているといえる。
【００３７】
　次に、本発明による塵埃除去装置１０と従来の塵埃除去装置との違いについて詳しく説
明する。
　図６は本発明の塵埃除去装置の振動原理を示す模式図である。上図（ａ）は左右一対の
圧電素子３０に同位相の交番電圧を印加し振動板２０に面外振動を発生させた状態を表し
ている。左右一対の圧電素子３０は互いに圧電材料３１の分極が相対して向き合っており
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、塵埃除去装置１０は７次の振動モードで駆動している。下図（ｂ）は左右一対の圧電素
子３０に位相が１８０°反対である逆位相の交番電圧を印加し振動板２０に面外振動を発
生させた状態を表している。左右一対の圧電素子３０は互いに圧電材料３１の分極が相対
して向き合っており、塵埃除去装置１０は６次の振動モードで駆動している。本発明の塵
埃除去装置１０はこのように少なくとも２つの振動モードを効果的に使い分けることで振
動板の表面に付着した塵埃をより効率的に除去できる。
【００３８】
　一方、図７は従来の塵埃除去装置の振動原理を示す模式図である。上図（ａ）は左右一
対の圧電素子４０に同位相の交番電圧を印加して、振動板２５に面外振動を発生させた状
態を表している。左右一対の圧電素子４０は圧電材料４１の分極が圧電素子３０の厚さ方
向に向きを同じくしており、塵埃除去装置１５は７次の振動モードで駆動している。下図
（ｂ）は左右一対の圧電素子３０に位相が１８０°反対である逆位相の交番電圧を印加し
て、振動板２５に面外振動を発生させた状態を表している。左右一対の圧電素子４０は圧
電材料４１の分極が圧電素子４０の厚さ方向に向きを同じくしており、塵埃除去装置１５
は６次の振動モードで駆動している。従来の塵埃除去装置１５も本発明の塵埃除去装置１
０と同様、少なくとも２つの振動モードを効果的に使い分けることで振動板の表面に付着
した塵埃をより効率的に除去できる。
【００３９】
　本発明の塵埃除去装置１０は、圧電素子３０が第２の電極面３７を介して基体と固定さ
れており、圧電素子３０が配置された部分の振動板２０は面外振動をしない。一方、従来
の塵埃除去装置１５は、圧電素子４０が配置された部分の振動板２５も面外振動をする。
このため、圧電素子４０もしくは振動板２５の両方の板面の少なくとも一部を何らかの保
持部材で保持し、その保持部材を介して基体と固定する必要がある。しかし、振動板２５
は面外振動により振動している為、たとえ塵埃除去装置１５のいかなる場所を押圧部材や
保持部材で保持しても少なからず振動板２５の振動を阻害する。このため、従来の塵埃除
去装置１５の構成では塵埃除去装置１５を基体と保持固定する際に塵埃除去性能が低下す
る。一方、本発明の塵埃除去装置１０は振動板２０を保持固定する必要が無く、基体と固
定する際に塵埃除去性能の低下はない。
【００４０】
　図６では、左右一対の圧電素子３０の分極が相対して向き合っている例を示したが、分
極軸が平行であれば、相対している必要は無く、例えば図８下図（ｂ）のように向いてい
ても良い。この場合、同位相の交番電圧を印加すると、図６の下図の逆位相と同じ振動モ
ードを作ることも出来る。
【００４１】
　以上、本発明の塵埃除去装置１０として、図１や図２で示されたような一対の直方体の
板状圧電素子３０と直方体の振動板２０で構成された塵埃除去装置１０について説明した
。このように、少なくとも一対の直方体の板状圧電素子３０が直方体の振動板２０の中央
部を挟んで互いに振動板２０の端部に配置され、かつ分極軸方向３４が一対の圧電素子３
０の対向方向と平行であるような塵埃除去装置１０が本発明の最も好ましい塵埃除去装置
１０の構成である。
【００４２】
　しかし、本発明の塵埃除去装置１０は必ずしもこのような形状に限定されるものではな
い。本発明の塵埃除去装置１０は少なくとも板状の圧電材料３１と前記圧電材料の板面に
配置された一対の対向する電極により構成される板状の圧電素子３０、振動板２０よりな
る、基体に設置する塵埃除去装置１０であって、圧電素子３０の第１の電極面３６が振動
板２０の板面に固着され、圧電材料３１は第１の電極面３６と平行に分極され、圧電素子
３０が第２の電極面３７を基準面とし、厚み滑り振動により駆動することができればよい
。ここで基準面とは圧電素子３０の振動の基準となる面である。圧電素子３０が第２の電
極面３７を基準面とすることで、圧電素子３０の第１の電極面３６の長さ方向の振動は最
も大きくなる。このため、上述の構成において、第１の電極面３６を介して圧電素子３０
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と固着されている振動板２０の面外振動は最も大きくなる。
【００４３】
　例えば、本発明の塵埃除去装置１０が基準面を介して基体に固定されていれば、塵埃除
去装置１０に所望の圧電振動を発生させることができる。このため、本発明の塵埃除去装
置１０は振動板２０を保持固定する必要が無く、物体と固定する際に塵埃除去性能の低下
はない。同時に、本発明の塵埃除去装置１０が基準面を介して基体に固定されることで、
振動板２０の面外振動は最も大きくなるという特徴を有する。つまり、本発明の塵埃除去
装置１０は基準面を介して基体に固定されることが最も好ましい。さらに、本発明の塵埃
除去装置１０は従来の塵埃除去装置１５と同じ圧電材料を用いても圧電素子３０がより大
きい変位性能を有している。つまり、圧電素子３０が本来持つ変位性能を効率的に利用し
、かつ、塵埃除去性能が高く、固定が簡単な塵埃除去装置１０を提供することができる。
【００４４】
　本発明の塵埃除去装置１０を構成する圧電材料３１は第１の電極面３６と平行に分極さ
れるが、必ずしも第１の電極面３６に対し完全に平行に分極される必要は無い。例えば、
分極軸方向３４が第１の電極面３６に対し完全な平行から５°傾いていても圧電素子３０
の変位性能効果の減少は０．５％であり、１０°傾いていても１．５％である。従って分
極軸の傾きは１０°まで許容できる。また、本発明の塵埃除去装置１０の圧電素子３０と
振動板２０は、圧電素子３０の第１の電極面３６が振動板２０の板面に固着されるが、本
発明の固着とは、圧電素子３０と振動板２０は、少なくとも圧電素子３０と振動板２０と
の間に応力が発生し、振動板２０に面外振動を発生させることができる程度に拘束されて
いることを指す。
【００４５】
　本発明の塵埃除去装置１０は、圧電素子３０と振動板２０の接する面の面積が、振動板
２０の面積の１／２より小さいことが好ましい。振動板２０の面の面積に対し、振動板２
０に接する圧電素子３０の面の面積がこれ以上大きい場合、振動板の半分以上が非振動面
となるため、塵埃除去性能が低下してしまう。
【００４６】
　さらに、本発明の塵埃除去装置１０は、圧電素子３０が直方体であり、分極軸方向が直
方体のいずれかの辺と平行であることが好ましい。これは以下の理由による。
　本発明および従来の塵埃除去装置は、振動板に発生する面外振動により振動板に波面が
形成される。振動板に形成される波面は直方体の圧電素子の長さ方向に平行である。つま
り、波面の長さ方向の断面は図６、図７、図８で示したようになる。ここで、図６、図７
、図８では長さ方向のある断面の波面が示されているが、本発明および従来の塵埃除去装
置は、図６、図７、図８で示したような波面を紙面の手前や奥方向にも同様の形状で形成
できることが好ましい。
【００４７】
　図９の上図（ａ）は、本発明の塵埃除去装置の振動板に形成される波面を示しているが
、図９の上図（ａ）では、分極軸方向３４は直方体の圧電素子３０の長さ方向に平行な短
手の辺の方向（以下、短手方向と定義する）と平行であり、振動板２０の波面は直方体の
圧電素子３０の長さ方向に平行な長手の辺の方向（以下、長手方向と定義する）と平行で
ある。ここで、振動板２０の同一波面は直方体の圧電素子３０の長手方向にほぼ等しい振
幅で形成できる。これは、本発明の圧電素子３０が厚みすべり振動により振動する為であ
る。図中で示す通り、本発明の圧電素子３０は分極と平行方向にのみ振動し、分極と平行
でない他の長さ方向へは振動しない。このため、本発明の塵埃除去装置１０は図６、図７
、図８で示したような波面を紙面の手前や奥方向、つまり直方体の圧電素子３０の長手方
向にも同様の形状で形成でき、振動板２０全域に渡って均一の塵埃除去性能を得ることが
出来る。
【００４８】
　一方、図９の下図（ｂ）は従来の塵埃除去装置の振動板に形成される振動板の波面を示
しているが、図９の下図（ｂ）では、分極軸方向４４は直方体の圧電素子４０の厚さ方向
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と平行であり、振動板２５の波面は直方体の圧電素子４０の長手方向と平行である。しか
し、振動板４０の同一波面は直方体の圧電素子４０の長手方向にほぼ等しい振幅で形成す
ることは困難である。これは、従来の圧電素子４０が長さ方向の伸縮振動により駆動する
為である。図中で示す通り、従来の圧電素子４０は圧電素子４０の長さ方向の全方位に振
動する。特に圧電素子４０直方体の場合、振動板２５の波面は、直方体の圧電素子４０の
短手方向及び長手方向の振動の影響を大きく受けた合成振動により形成されることとなる
。このため、従来の塵埃除去装置１５は図６、図７、図８で示したような波面を直方体の
圧電素子４０の長手方向にも同様の形状では形成できず、振動板２５の場所により塵埃除
去性能が大きく異なってしまう。
【００４９】
　このような違いにより、圧電素子３０が直方体であり、分極軸方向３４が直方体のいず
れかの辺と平行である本発明の塵埃除去装置１０は、従来の塵埃除去装置１５より優れた
塵埃除去性能を有することとなる。本発明の塵埃除去装置１０は振動板２０の形状を特に
は規定しないが、振動板２０に形成される振動板２０の波面は振動板２０の形状にも影響
を受ける。また、振動板２０に発生する面外振動の振幅は振動板の材質や厚さの影響を受
ける。このため、振動板２０の形状も板状の直方体であることが好ましく、特に振動板２
０の厚さは、振動板が有する機能や強度に耐えうる範囲で薄く、同時に硬いことが好まし
い。
【００５０】
　本発明の塵埃除去装置１０は、圧電素子３０が振動板２０の板面の端部に配置されてい
ることが好ましい。圧電素子３０が振動板２０の板面の端部に配置されることで、圧電素
子３０の振動を効率的に振動板２０全面に伝えることが可能となり、効率的に塵埃除去性
能を得ることが出来る。ここで、圧電素子３０は振動板２０の板面の端部に完全に接して
いる必要は無い。たとえば、塵埃除去装置１０の塵埃を実質的に除去する必要のない周辺
部分に配置されていれば、振動板の端部に近い周辺部に配置されていてもよい。
【００５１】
　さらに、圧電素子３０が複数からなる場合、複数の圧電素子３０を効果的に制御するこ
とで振動板２０全面に渡って所望の波面を形成することが容易となる。特に、本発明の塵
埃除去装置１０は、少なくとも一対の圧電素子３０が振動板２０の中央部を挟んで互いに
配置され、かつ分極軸方向３４が一対の圧電素子３０の対向方向と平行であることが好ま
しい。
【００５２】
　このような構成からなる本発明の塵埃除去装置１０の塵埃除去性能は良好である。この
構成は図１０で示される構成であり、分極軸３４が平行であれば、相対している必要は無
く、また、図１０の下図（ｂ）で示すように、複数の圧電体素子３０はそれぞれ一対にな
っている圧電素子３０の分極軸方向３４が一対の圧電素子３０の対向方向と平行であれば
、それぞれの圧電素子３０の分極方向は特に規定されない。
【００５３】
　本発明の塵埃除去装置１０は、圧電材料３０のＰｂ含有量が１０００ｐｐｍ以下である
ことが好ましく、例えばチタン酸バリウムを主成分とする圧電セラミックスであることが
好ましい。Ｐｂ含有量が１０００ｐｐｍ以下であれば、例えば塵埃除去装置が廃却され酸
性雨を浴びたり、過酷な環境に放置されたりしても、圧電材料中の鉛成分が環境に悪影響
を及ぼす可能性は低い。
【００５４】
　このような非鉛圧電セラミックスは、現状、各種諸特性がＰＺＴに劣る。しかし、例え
ば非鉛圧電セラミックスがチタン酸バリウムを主成分とする場合、圧電厚みすべり効果に
起因した圧電変位の大きさは圧電横効果に起因した圧電変位の大きさより大きく、かつ、
従来の塵埃除去装置１５で主に用いられているＰＺＴの圧電横効果に起因した圧電変位の
大きさよりも大きい。つまり、本発明の塵埃除去装置１０はこのような圧電セラミックス
を圧電材料３１に用いても、従来の塵埃除去装置１５と同等以上の塵埃除去特性を有する
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ことが出来る。ここで、例えば、非鉛圧電セラミックスがチタン酸バリウムを主成分とす
る圧電セラミックスの場合、副成分にＰｂやＰＺＴを構成する元素を含んでいてもよく、
その場合、Ｐｂ含有量が１０００ｐｐｍ以下であることが好ましい。
【００５５】
　さらに、圧電材料３１は機械的品質係数Ｑｍが大きいことが好ましい。例えば、非鉛圧
電セラミックスがチタン酸バリウムを主成分とする場合、例えばＭｎを添加すればＱｍを
ＰＺＴと同等まで大きくすることが出来るため、本発明の塵埃除去装置１０の塵埃除去性
能を更に高めることが出来る。
【００５６】
　本発明の塵埃除去装置１０は、振動板２０が光学材料であることことを特徴とする。本
発明の光学材料とは、入射光に対し光学的な機能を有する材料である。光学的な機能の例
としては、透過、屈折、干渉、反射、散乱などが挙げられる。振動板２０は、振動板とし
ての機能のみでなく、例えば赤外線カットフィルタや光学ローパスフィルタなどの光学的
な機能を有していてもよい。ここで、赤外線カットフィルタとは可視光を透過して近赤外
光（ＩＲ）をカットするための光学部材であり、例えばガラスからなる。また、光学ロー
パスフィルタとは透過光の高い空間周波数成分を取り除く為に光を常光線と異常光線に分
離するための光学部材であり、例えば水晶からなる複屈折板および位相板が複数枚積層さ
れたものである。
【００５７】
　本発明の塵埃除去装置が設置される基体は、例えばデジタルカメラなどの撮像装置、ス
キャナなどの画像読取装置が挙げられる。
　さらに、振動板２０に電気的に塵埃が付着するのを防止する為に、導電性物質等で表面
がコーティングされていても良い。また、振動板２０はそれぞれ上述のような別の機能を
有する複数の部材で形成されていても良い。この際、振動板２０は必要な機能を有する限
りにおいて、可能な限り機械品質係数が高い部材を選択することが好ましい。
【００５８】
　次に、本発明の塵埃除去装置１０の作製方法について、図１や図２で示されるような、
少なくとも一対の直方体の板状圧電素子３０が直方体の振動板２０の中央部を挟んで互い
に振動板２０の端部に配置され、かつ分極軸方向３４が一対の圧電素子３０の対向方向と
平行であるような塵埃除去装置１０を用いて詳細に説明する。
【００５９】
　まず、本発明の圧電素子３０の作製方法であるが、最初に、所望の組成に調整した圧電
セラミックス粉末に分散剤等の焼結助剤を加え、高密度の焼結体にするのに必要な圧力で
プレス成形して圧電セラミックス成形体を作製する。ここでプレス成形のみで必要な圧力
が得られない場合はＣＩＰ（冷間等方圧プレス：Ｃｏｌｄ　Ｉｓｏｓｔａｔｉｃ　Ｐｒｅ
ｓｓ）などにより所望の圧力を加えても良い。また、プレス成形せずに最初からＣＩＰ等
で圧電セラミックスの成形体インゴットを作製しても良い。次に、圧電セラミックス成形
体を焼成して圧電セラミックス焼結体を作製する。焼成は所望の圧電セラミックスに最適
な方法を選択すればよく、なお、必要であれば焼成前に圧電セラミックス成形体を所望の
形状に加工しても構わない。
【００６０】
　次に作製した圧電セラミックス焼結体を所望の寸法に研削加工して直方体の圧電セラミ
ックスを作製する。ここで、この焼成後の圧電セラミックスは本発明の圧電材料３１とな
るが、この時点では必ずしも圧電素子３０の寸法に加工されている必要は無く、またかな
らずしも直方体である必要は無い。
【００６１】
　本発明の圧電材料３１は、通常、圧電材料３１のキュリー温度もしくは脱分極温度未満
で、５分から１０時間、空気中もしくはシリコンオイル等の不燃性のオイル中、０．５か
ら５．０ｋＶ／ｍｍの電界を印加することで分極処理をする。本発明の圧電材料３１は最
終的に板状の圧電材料３１の長さ方向に分極軸方向３４を形成する。このため、直方体の
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圧電材料３１の分極軸方向３４の長さは長くても３０ｍｍ以下であることが好ましい。こ
れ以上長い場合、圧電材料３１の分極処理の際に非常に大きな電圧が印加できる電源が必
要となる。
【００６２】
　本発明の圧電素子３０の厚さは、通常、０．１ｍｍから１０ｍｍである。このため、圧
電材料３１を分極処理する際の電極を直方体の圧電材料３１の厚さ方向に平行な面に形成
し、分極処理に必要な所望の電圧を印加するのは困難である。そこで、例えば図１１の圧
電素子３０の作製工程の概略図に示すように、分極処理する際は直方体の圧電材料３１を
厚く作製しておき、幅広い面に分極処理用の電極を形成することが好ましい。その後、分
極処理後の直方体を研削加工により所望の圧電素子３０の寸法に研削加工し、第１の電極
３２および第２の電極３３を図３のように形成することで、本発明の圧電素子３０を作製
する。この際、第１の電極３２および第２の電極３３が短絡しないように、分極処理用の
電極は、分極処理後の研削加工により除去しておくことが好ましい。分極処理用の電極や
、第１の電極３２および第２の電極３３は銀ペーストの焼き付けやＡｕスパッタリング、
Ａｕめっき等により形成できるが、分極処理後は、圧電材料３１のキュリー温度もしくは
脱分極温度未満で素子を作製する必要があるため、形成温度が高くならない方法を選択す
ることが好ましい。また、図１１では分極処理した１つの直方体の圧電材料３１から１つ
の圧電素子３０を作製したが、必ずしも１つである必要は無く、１つの直方体の圧電材料
３１から複数の圧電素子３０を作製しても構わない。
【００６３】
　以上のように、本発明の圧電材料３１は圧電素子３０作製の過程で事前に分極処理をし
ておくことが好ましいが、必ずしも必須ではない。例えば、所望の圧電素子３０の寸法に
研削加工した圧電素子３０の第１の電極面３６と第２の電極面３７との対角をなす端部に
第１の電極３２および第２の電極３３の一部を形成し、この電極を用いて分極処理を行っ
た後、第１の電極３２および第２の電極３３の残りを形成し、圧電素子３０を作製しても
良い。このとき、圧電素子３０の厚さと、対角をなす端部に配置された第１の電極３２と
第２の電極３３との距離の比が１７：１００以下であれば、圧電材料３１の分極軸方向３
４は第１の電極面３６に対し完全な平行から１０°以下の傾いた方向に形成できる。
【００６４】
　次に、２つの圧電素子３０を、図１および図２で示されるように、所望の寸法に加工さ
れた振動板２０に固着する。このとき、圧電素子３０は圧電素子３０の第１の電極面３６
が振動板２０の板面の端部に配置されるようにする。圧電素子３０と振動板は例えばエポ
キシ樹脂系接着剤などで固着することが出来る。接着剤は塵埃除去装置の使用温度域での
接着性や塵埃除去装置１０の機械品質係数Ｑｍを損なわないものを選択することが好まし
い。また、圧電素子３０は既に分極処理がなされた後であるため、接着温度は圧電材料３
１のキュリー温度もしくは脱分極温度未満であることが好ましい。
【００６５】
　以上、本発明の塵埃除去装置１０の作製方法について、図１や図２で示されるような、
少なくとも一対の直方体の板状圧電素子３０が直方体の振動板２０の中央部を挟んで互い
に振動板２０の端部に配置され、かつ分極軸方向３４が一対の圧電素子３０の対向方向と
平行であるような塵埃除去装置１０を用いて詳細に説明した。本発明の塵埃除去装置１０
は必ずしもこのような構成をとる必要は無いが、その場合、適宜最適な製造方法を選択す
ればよい。
【実施例１】
【００６６】
　以下に実施例を挙げて本発明の塵埃除去装置を具体的に説明するが、本発明は、以下の
実施例により限定されるものではない。
　まず、本発明の圧電素子の作製方法について説明する。平均粒径１００ｎｍであるチタ
ン酸バリウム粒子（堺化学社製、商品名ＢＴ－０３）の表面にスプレードライヤー装置を
用いて酢酸マンガン（ＩＩ）を付着させた。ＩＣＰ質量分析によると、この混合粉体にお
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けるマンガン成分の含有量は０．１２質量％であった。
【００６７】
　次に、この混合粉体に分散剤として濃度５質量％のポリビニルアルコール水溶液を添加
した。添加量はポリビニルアルコール水溶液中のポリビニルアルコールが混合粉体に対し
３質量％とした。この混合物を乳鉢で混合し造粒粉体を作製した。この造粒粉体を４５．
０×７．０ｍｍの金型内に５．０ｇ充填し、２００ＭＰａの圧力で一軸成形した。次に、
この成形体を電気炉で空気雰囲気中１３８０℃で２時間焼成した。昇温速度は１０℃／分
とし、途中６００℃で３時間保持し、本発明の圧電材料を作製した。得られた圧電材料の
寸法は３６．４×５．７５×４ｍｍであった。
【００６８】
　次に、圧電材料の５．７５×４ｍｍの２つの面に銀ペーストで分極処理電極を形成し、
直流電源を用いてシリコンオイル中で分極処理を行った。オイル温度は１００℃、印加電
界は１ｋＶ／ｍｍ、電圧印加時間は１００℃で３０分とした。次に、分極処理後の圧電材
料を３６．４×５．７５×０．２５ｍｍに研削加工し、圧電材料の３６．４×５．７５ｍ
ｍの２つの面にＤＣマグネトロンスパッタリングでＴｉ⇒Ａｕの順でそれぞれ３０ｎｍ、
３８０ｎｍ厚さの第１の電極および第２の電極をパターン形成した。次に、３６．４×５
．７５×０．２５ｍｍの圧電材料を３３．３×４．０×０．２５ｍｍに切断加工した後、
前述のＤＣマグネトロンスパッタリングでＴｉ⇒Ａｕの順で回り込み電極をパターン形成
することで、第１の電極面の第１の電極と第２の電極面の第１の電極とを圧電材料の４．
０×０．２５ｍｍの片方の面を介して短絡させた。このとき第１の電極と第２の電極は短
絡していないことを確認することで、図３に示すような本発明の圧電素子を作製した。こ
こで、圧電素子の分極軸方向は直方体の圧電材料の４ｍｍの辺に平行な方向である。
【００６９】
　さらに本発明の圧電素子を、赤外線カットフィルタとしての機能を有する５０．８×３
３．７×０．３ｍｍのガラス板の３３．７ｍｍの辺の片側に沿ってエポキシ樹脂系の接着
剤で接着し、本発明の実施例１の塵埃除去装置を作製した。
【００７０】
　本実形態の効果を確認する為、有限要素法による応答周波数計算を行った。本計算は、
有限要素法パッケージソフトＡＮＳＹＳ（ＡＮＳＹＳ　Ｉｎｃ．社製）を用いた。モデル
とした塵埃除去装置の形状は、振動板が５０．８×３３．７×０．３ｍｍであり、圧電素
子が３３．３×４．０×０．２５ｍｍである。入力値は振動板の弾性定数、密度、ポアソ
ン比、および、圧電素子の誘電率、圧電定数、弾性マトリックス、密度である。圧電定数
は、圧電横効果、圧電縦効果、圧電厚みすべり効果に起因した圧電変位の大きさを表す値
をそれぞれ入力している。要素数は充分大きくとってある。拘束条件は、（１）圧電素子
の第２の電極面を固定する、（２）圧電素子の上下面にかかる電圧は１０Ｖとする、であ
る。以上の条件で１００ｋＨｚから１２０ｋＨｚの範囲で周波数応答計算を行った。
【００７１】
　計算の結果、１０２．６５ｋＨｚに図１２で示す１７次の振動モードが確認された。図
で示すように圧電素子の第２の電極面は固定されているが、圧電素子が接している部分を
除いた振動板全面に渡り、直方体の圧電素子の長手方向にほぼ等しい振幅の波面が形成で
きた。つまり、実施例１の塵埃除去装置は振動板の全域に渡ってほぼ等しい塵埃除去性能
を得ることが出来ることが確認できた。
【００７２】
　（比較例１）
　実施例１と同様の方法で、分極軸方向が圧電材料の膜厚方向と平行であることを除いて
、実施例１と同様に形成した比較例１の塵埃除去装置を作製した。本実形態の効果を確認
する為、実施例１と同様の条件で５０ｋＨｚから４００ｋＨｚの範囲で有限要素法による
応答周波数計算を行った。
　計算の結果、比較例１の塵埃除去装置では振動モードが確認されなかった。
【実施例２】
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【００７３】
　実施例１と同様の方法で、さらに本発明の２つの圧電素子を赤外線カットフィルタとし
ての機能を有するガラス板の３３．７ｍｍの辺の両側に沿って図１のように配置したこと
を除いて、実施例１と同様に形成した本発明の実施例２の塵埃除去装置を作製した。２つ
の圧電素子はそれぞれの分極軸方向が相対して向き合うように配置した。
【００７４】
　本実施形態の効果を確認する為、拘束条件を、（１）２つの圧電素子の第２の電極面を
固定する、（２）圧電素子の上下面にかかる電圧は１０Ｖとする、（３）２つの圧電素子
の上下面にかかる電圧は同位相とする、としたこと以外は実施例１と同様の条件で、１２
５ｋＨｚから１４５ｋＨｚの範囲で有限要素法による応答周波数計算を行った。
【００７５】
　計算の結果、１２６．０ｋＨｚに図１３で示す１７次の振動モードが確認された。図で
示すように圧電素子の第２の電極面は固定されているが、圧電素子が接している部分を除
いた振動板全面に渡り、直方体の圧電素子の長手方向に均一の振幅の波面が形成できた。
つまり、実施例２の塵埃除去装置は振動板の全域に渡って均一の塵埃除去性能を得ること
が出来ることが確認できた。
【００７６】
　（比較例２）
　実施例２の塵埃除去装置と従来の塵埃除去装置とを有限要素法による周波数応答計算に
より比較する為、２つの圧電素子の分極軸方向が圧電材料の膜厚方向と平行であることを
除いて、実施例２と同様である塵埃除去装置の計算モデルを作成した。
【００７７】
　本比較形態の効果を確認する為、拘束条件を、（１）２つの圧電素子の第２の電極面は
自由端とする、（２）圧電素子の上下面にかかる電圧は１０Ｖとする、（３）２つの圧電
素子の上下面にかかる電圧は同位相とする、としたこと以外は実施例２と同様の条件で、
９０ｋＨｚから１２０ｋＨｚの範囲で周波数応答計算を行った。
【００７８】
　計算の結果、１１５ｋＨｚに図１４で示す１８次の振動モードが確認された。本比較形
態の塵埃除去装置は、図で示すように圧電素子の第２の電極面が固定されていないため、
圧電素子が接している部分を含めた振動板全面に波面が形成されている。しかし、振動板
の波面は直方体の圧電素子の短手方向及び長手方向の振動の影響を大きく受けた合成振動
により形成されており、実施例２の塵埃除去装置のように、圧電素子の長手方向に均一の
振幅の波面は形成できていない。このため、本比較形態の塵埃除去装置は、振動板の場所
により塵埃除去性能が大きく異なってしまうこととなる。
【００７９】
　また、本比較形態からも分かるように、比較例２の塵埃除去装置は装置上のいずれの場
所も固定されていない。このため、何らかの手段を用いて塵埃除去装置を固定する必要が
ある。しかし、比較例２の塵埃除去装置のいかなる場所を押圧部材や保持部材で保持して
も、少なからず振動板の振動を阻害してしまう。このため、比較例２の塵埃除去装置は、
仮に計算上で実施例２の塵埃除去装置と同じ振動振幅が得られたとしても、塵埃除去性能
は計算より低下してしまうことが分かる。
【実施例３】
【００８０】
　実施例２の塵埃除去装置を構成する圧電素子の第２の電極面の一部に、図１５に示すよ
うに導電性エポキシ樹脂系接着剤でフレキシブル配線ケーブル９０を接着し、フレキシブ
ル配線ケーブルを介して電源から電圧が印加できるようにした。次に、この塵埃除去装置
を圧電素子に接しているフレキシブル配線ケーブルの部分ごと、圧電素子の第２の電極面
を介してステンレス製の支持部材に固定した。さらに、電源から前述のフレキシブル配線
ケーブルを介して、圧電素子の第１の電極および第２の電極に１５Ｖｐｐの交流電圧を印
加して、１７次および１８次の振動モードで繰り返し駆動できる塵埃除去装置ユニットを



(15) JP 5430367 B2 2014.2.26

10

20

30

作製した。この塵埃除去装置ユニットの振動板表面に塵埃除去率評価用の各種プラスチッ
ク製ビーズを散布し、一定時間経過後の振動板上の塵埃除去率を評価した。
【００８１】
　実験結果を表１に示す。本発明の塵埃除去装置は、例えばデジタルカメラ本体の電源か
ら電圧を印加しても充分に高い塵埃除去率を示すことが分かった。
【００８２】
【表１】

【００８３】
（注）
ビーズ１：ポリスチレン　平均粒子径３０μｍ
ビーズ２：ポリメタクリル酸メチル　平均粒子径３０μｍ
ビーズ３：シリカ　平均粒子径３０μｍ
ビーズ４：ビーズ１、ビーズ２、ビーズ３の混合物
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本発明の塵埃除去装置は、表面に付着した塵埃を良好に除去することができるので、撮
像素子、デジタルカメラ本体、ビデオデジタルカメラ、複写機、ファクシミリ、スキャナ
等の各種の画像装置にも適用することができる。
【符号の説明】
【００８５】
　１０　塵埃除去装置
　１５　従来例の塵埃除去装置
　２０　振動板
　２５　従来例の振動板
　３０　圧電素子
　３１　圧電材料
　３２　第１の電極
　３３　第２の電極
　３４　圧電材料の分極軸方向
　３５　電界方向
　３６　第１の電極面
　３７　第２の電極面
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】
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